
サーバー障害時の電子カルテ運用

② 「患者情報エディタ」の設定



「患者情報エディタ」 マニュアル一覧

# マニュアル名 マニュアル内容

① 「患者情報エディタ」を用いた運用
障害時の運用について、事前に院内で確認・ルール決めが必要です。

患者情報エディタを用いた運用例を説明しています。

② 「患者情報エディタ」の設定
患者情報エディタを使用する場合、MAPs for CLINICにて事前設定

が必要です。その設定について説明しています。

③
「患者情報エディタ」 操作マニュアル

【パターンA】

実際に障害が起こった際に＃①におけるパターンAの運用の場合の
操作を説明しています。

④
「患者情報エディタ」 操作マニュアル

【パターンB】

実際に障害が起こった際に＃①におけるパターンBの運用の場合の
操作を説明しています。

本マニュアル
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１．一括ダウンロード

患者情報エディタを使用する端末では、はじめにデータの一括ダウンロードが必要です。

この作業は、システム管理者の権限があるユーザーIDでログインします。

また、設定はPC端末ごとに行ってください。

① 業務メニュー＞環境設定＞メンテナンスメニュー＞患者情報エディタ用データ設定をクリックします。

データ量により、時間がかかる場合がある為、

余裕のある時間で設定をお願いします。

選択

「する」を選択

一括ダウンロードをクリックします。

「マスタ情報を取得しています」のメッセージが表示

されますので、メッセージが消えるまでお待ちください。

「保存」をクリックし、
画面をとじます。
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１．一括ダウンロード

※患者情報エディタを使用する端末で、一括ダウンロードができていない場合、システム終了時に下記メッセージを表示します。

「はい」：差分ダウンロードを実行

「いいえ」：差分ダウンロードを実施しないでそのまま終了

「機能を利用しない」：該当端末で患者情報エディタ機能がOFF

「今は保存しない」：一括ダウンロードを実施しないでそのまま終了

「保存する」：一括ダウンロードを実行

② 一括ダウンロード完了後、システム本体終了時に下記のメッセージを表示し、差分ダウンロードを行います。
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２．常時連携設定

システム終了時に、差分のデータをダウンロードしますが、患者の保険情報や新患の情報は、システム終了時ではなく、

受付情報更新時に、最新の情報を患者情報エディタで確認ができるようにするための設定です。

① 患者情報エディタを使用する端末に、常時連携設定のための共有フォルダを作成します。

・ 共有フォルダは、デスクトップに作成します。（任意の場所に作成していただいても構いません）

・ 共有フォルダの名称は、「患者情報エディタ_常時連携」で作成します。（任意の名称に変更していただいても構いません）

・ 共有フォルダは、患者情報エディタを使用する端末ごとに作成します。

※マウス右クリック＞新規作成＞フォルダー で共有フォルダの作成ができます。
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２．常時連携設定

② 業務メニュー＞環境設定＞メンテナンスメニュー＞患者情報エディタ用データ設定をクリックします。

⑴ カテゴリーより「患者情報エディタ用データ設定」を選択

⑵ 「新規追加」ボタンから、自端末の端末名を選択します。

⑶ 自端末のアカウント・パスワードを登録します。

※MAPs for CLINIC へのログインID・パスワード

ではありません。

⑷ 連携先フォルダーを登録します

①の手順で作成した共有フォルダを開き、共有フォルダの

上部より、パスをコピーして、連携先フォルダー欄へ貼り

付けてください。

※以下は一例です。共有フォルダの作成場所、ファイル名、

PC端末によりパスは異なります。

⑴

⑵

⑶ ⑷
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患者情報エディタ画面の右上 より、設定を行います。

⑴ プリンター設定・・・帳票ごとに患者情報エディタより印刷するプリンターを設定し、「登録」します。

⑵ データ連携設定・・・②の⑷で登録した連携先フォルダーを「フォルダーアイコン」から選択し、「登録」します。

２．常時連携設定

③ 患者情報エディタへログイン、起動し、患者情報エディタ側の設定を行います。
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